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資料編 

資料 1. 執行機関の附属機関に関する条例 

 

執行機関の附属機関に関する条例  

 

第１条  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めがあるもののほか、本市が設置する執

行機関の附属機関は、別表のとおりとする。  

第２条  前条に規定する附属機関の組織、運営その他附属機関に関し必要な事項は、当該

附属機関の属する執行機関が定める。  

 

別表（第１条関係）（抄）  

附属機関  

の属する 

執行機関  

附  属  機  関  担   任   事   務  

市  長  
東大阪市民健康づくり推

進協議会  

健康づくりの総合的な推進及び健康づくり  

に係る計画についての審議に関する事務  

 

附  則  (抄 ) 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 
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資料 2. 東大阪市民健康づくり推進協議会規則 

 

東大阪市民健康づくり推進協議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例（昭和４２年東大阪市条例第１５号）第２条の規定に基

づき、東大阪市民健康づくり推進協議会（以下「協議会」という。）の組織、運営その他協議会に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 協議会は、委員３０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 医療関係者 

(2) 学識経験者 

(3) 市内の健康づくり関係団体の代表者 

(4) 公募に応じた者 

(5) その他市長が適当と認める者 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長２人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序に

より、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、健康部において処理する。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 第２条第２項の規定による委嘱後最初の協議会の招集及び会長が選出されるまでの間における協議会の運

営は、市長が行う。 
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資料 3. 東大阪市民健康づくり推進協議会委員名簿 

 

東大阪市民健康づくり推進協議会委員名簿 

 

委員名 団体・役職名 

新崎 国広 ふくしと教育の実践研究所 SOLA 主宰 

太田 淑美 社会福祉法人 東大阪市社会福祉協議会 理事 

奥田 宗義 一般社団法人 東大阪市西歯科医師会 会長 

粕谷 徳雅 一般社団法人 東大阪市布施薬剤師会 会長 

門之園  裕子 大阪府助産師会（東大阪班） 会計 

川脇 正子 東大阪市自治協議会 監査 

五島 淳 一般社団法人 枚岡医師会 会長 

小森 喜久治 東大阪市老人クラブ連合会 副会長 

佐堀 彰彦 一般社団法人 河内医師会 会長 

塩崎 茜 東大阪労働団体連絡協議会 委員 

清水 馨 東大阪市青少年指導員協議会 会長 

住山 仁美 NPO 法人 東大阪ｴｲﾌﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾈｯﾄﾜｰｸ 理事長 

内藤 義彦 武庫川女子大学 教授 

中尾 武志 東大阪市ＰＴＡ協議会 副会長 

中尾 佳英 河内薬剤師会 副会長 

成林 能理子 東大阪市スポーツ推進委員協議会 副会長 

西尾 直樹 東大阪市意岐部地域人権協会 会長 

野口 壮一 枚岡薬剤師会 会長 

橋本 孝 一般社団法人 東大阪市東歯科医師会 会長 

平松 久典 一般社団法人 布施医師会 会長 

本多 佳代 東大阪市こころの健康推進連絡協議会 委員 

松浦 康之 公募委員   

向井 容子 東大阪地域活動栄養士会 会長 

山口 波留美 東大阪市食生活改善推進協議会 会長 

山路 滋子 東大阪市民生委員児童委員協議会連合会 
副会長 

西第二地区会長 

由井 直子 東大阪商工会議所 副会頭 

吉川 澄子 公募委員   

委嘱期間 令和５年９月１日～令和７年８月 31 日  27 名(50 音順)    
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資料 4. 東大阪市健康増進計画「健康トライ 21（第 2 次）」東大阪市歯科口腔保健計画「歯っ

ぴぃトライ」最終評価及び次期計画策定のための調査（健康トライ２１市民アンケート） 
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資料 5. 東大阪市歯科口腔保健計画「歯っぴぃトライ」最終評価及び次期計画策定のためのアン

ケート調査（障害者が利用する施設へのアンケート調査） 
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資料 6. 東大阪市歯科口腔保健計画「歯っぴぃトライ」最終評価及び次期計画策定のためのアン

ケート調査（要介護高齢者が利用する施設へのアンケート調査） 
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資料 7. 東大阪市成人歯科健診個人票・3 歳 6 か月児健康診査票 

 

 

 

 

東大阪市 3 歳 6 か月児健康診査票 
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資料 8. 第２次東大阪市歯科口腔保健計画「歯っぴぃトライ（第２次）」目標値一覧（再掲） 

 

１．歯科疾患の予防及び口腔機能の獲得・維持・向上 

指 標 現状値 
目標値 

（令和１６年度） 
データソース 

１）乳幼児期 

1 ３歳児で４本以上のむし歯を有する者の割合 
３.８% 

（令和４年度） 
0％ 

３歳６か月児 
歯科健康診査 

2 ３歳児でむし歯のない者の割合 
88.2% 

（令和４年度） 
9０.0% 

３歳６か月児 
歯科健康診査 

3 毎日仕上げ磨きをする家庭の割合 
95.3% 

（令和４年度） 
98.0% 

３歳６か月児 
歯科健康診査 

２）少年期 

4 １２歳児でむし歯のない者の割合 
71.6% 

（令和４年度） 
9０.0％ 

大阪府 
学校歯科医会統計 

5 
中学生・高校生における歯肉に炎症所見を 
有する者の割合 

14.0％ 
（令和４年度） 

10.0% 
東大阪市立中学校・高等 
学校の学校歯科健康診断 

6 
歯科健康管理指導 
（実施回数及び対象学年） 

2 回 
幼稚園（年少・年長） 

こども園（3～5 歳児） 

小学校 2 学年、中学校 1 学年 

（義務教育学校を含む） 

（令和４年度） 

4 回 
幼児、小学校 2 学年 

中学校・高校 1 学年 
教職員課調べ 

３）青年期・壮年期 

7 
２０歳代～３０歳代における 
歯肉に炎症所見を有する者の割合 

令和６年度 
市政世論調査を予定 

減少 市政世論調査 

8 ４０歳で未処置歯を有する者の割合 
35.7% 

（令和４年度） 
３0.0％ 

東大阪市 
成人歯科健康診査 

9 ４０歳で喪失歯のない者の割合 
72.9% 

（令和４年度） 
8０.0％ 

東大阪市 
成人歯科健康診査 

１０ 
４０歳代における 
進行した歯周炎を有する者の割合 

64.7% 
（令和４年度） 

4５.0％ 
東大阪市 

成人歯科健康診査 

４）中年期・高齢期 

11 ６０歳で未処置歯を有する者の割合 
22.2% 

（令和４年度） 
10.0％ 

東大阪市 
成人歯科健康診査 

12 
６０歳代における 
進行した歯周炎を有する者の割合 

75.1% 
（令和４年度） 

６5.0% 
東大阪市 

成人歯科健康診査 

13 ６０歳で２４歯以上の自分の歯を有する者の割合 
73.2% 

（令和４年度） 
８０.0% 

東大阪市 
成人歯科健康診査 

14 
８０歳で２０歯以上の 
自分の歯を有する者の割合（７５～８４歳） 

59.4％ 
（令和４年度） 

８０.0% 
後期高齢者医療 
歯科健康診査 

15 ５０歳代における咀嚼良好者の割合 
82.8% 

（令和５年度） 
90.0% 

健康トライ２１ 
市民アンケート 

16 ６０歳代における咀嚼良好者の割合 
79.2% 

（令和５年度） 
85.0% 

健康トライ２１ 
市民アンケート 

 
２．定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健 

指 標 現状値 目標値 
（令和１６年度） 

データソース 

１７ 
障害者が利用する施設での 
過去１年間の歯科健診実施率 

23.7％ 
（令和５年度） 

３0.0% 
障害者が利用する施設への

アンケート調査 

１８ 
要介護高齢者が利用する施設での 
過去１年間の歯科健診実施率 

45.5％ 
（令和５年度） 

60.0% 
要介護高齢者が利用する 
施設へのアンケート調査 

１９ 
歯と口の健康管理のための研修を受ける 
事業所等の割合 

40.8% 
（令和５年度） 

50.0% 
障害者及び要介護高齢者

が利用する施設への 
アンケート調査 

 
３．歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備 

指 標 現状値 目標値 
（令和１６年度） 

データソース 

2０ 
過去１年間に歯科健診を受診した者の割合 
（２０歳以上） 

49.2% 
（令和５年度） 

８０.0％ 
健康トライ２１ 
市民アンケート 

2１ 妊婦歯科健康診査を受診した者の割合 
31.1% 

（令和４年度） 
35.0% 

東大阪市 
妊婦歯科健康診査 

2２ １５歳未満でフッ化物応用の経験がある者の割合 
67.8% 

（令和５年度） 
７0.0％ 

健康トライ２１ 
市民アンケート 
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用語の説明 

 

●医療保険者 

  医療保険制度の運営、実施主体を指し、健康保険組合、全国健康保険協会（協会けんぽ）、市町村国保、国

民健康保険組合、共済組合等を言います。 

 

●オーラルフレイル 

滑舌の低下、食べこぼし、わずかなむせ、噛めない食品が増えるなど、ささいな口腔機能の低下から始まる、心

身の機能低下につながる口腔機能の虚弱な状態のこと。 

 

●健康格差 

地域や社会経済状況の違いによる集団における健康状態の差のこと。 

 

●口腔機能 

咀嚼（噛む）、摂食（食べる）、嚥下（飲み込む）、構音（発音）、唾液の分泌など口が担う機能の総称。 

 

●口腔ケア 

本人や介助者が行う口腔清掃に加え、低下した口腔機能に対する機能的なケアも含まれます。口腔内の歯や

粘膜、舌などの汚れを取り除く器質的口腔ケアと、口腔機能の維持・向上を目的とした機能的口腔ケアがあり

ます。 

 

●誤嚥性肺炎 

誤って食物や唾液等が気道から肺に入り、細菌感染等によっておこる肺炎。 

 

●歯間部清掃用器具 

歯ブラシでは磨けない歯と歯の間の清掃をするための補助用具のことです。デンタルフロス（糸ようじ）や歯間

ブラシなどを指します。 

 

●歯垢 

歯に付着した細菌が繁殖したかたまり。むし歯や歯周病の原因となるため、ブラッシングで取り除くことが口腔

ケアの基本となります。 

 

●水道水フロリデーション 

  むし歯を予防するために、飲料水中のフッ化物濃度を、歯のフッ素症の流行がなく、むし歯の発生を大きく抑

制する適正量（約１ｐｐｍ）まで調整する方法。 

 

●セルフケア・プロフェッショナルケア 

自分自身で行う、歯ブラシによる適切な清掃や、デンタルフロスや歯間ブラシによる歯間部清掃等をセルフケ

アといいます。歯科医師や歯科衛生士等の専門家によって行われる、歯科健診、歯垢や歯石の除去、フッ化物

歯面塗布等をプロフェッショナルケアといいます。 

 

●不正咬合 

歯並びや噛み合わせの状態が良くない状態の総称。 
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●フッ化物応用 

歯の質を強化する作用のあるフッ化物を用いたむし歯予防を指し、フッ化物配合歯磨剤の使用やフッ化物歯

面塗布、フッ化物洗口が代表的なものです。 

 

●フッ化物歯面塗布 

１歳頃からフッ化物を含む薬剤を歯の表面に塗布するむし歯予防法です。歯科診療所などで歯科医師又は

歯科衛生士が実施します。 

 

●フッ化物洗口 

４歳頃からフッ化ナトリウム水溶液でブクブクうがいをするむし歯予防法です。歯科医師の指示の下、保育園・

幼稚園・小中学校などで実施されたり、かかりつけ歯科医の指導を受け、家庭で実施する方法などがありま

す。 

 

●フッ化物配合歯磨剤 

フッ化物を含む歯磨剤です。幼児から高齢者まで生涯を通じて家庭で利用できる身近なフッ化物応用で、世

界で最も利用人口が多い方法です。 

 

●未処置歯 

むし歯などがあり、治療を要する状態の歯（治療中を含む）のこと。 

 

●８０２０（ハチマル・ニイマル） 

８０歳になっても２０本以上の自分の歯を有することをいいます。歯が２０本以上あれば、ほぼなんでもおいしく

食べることができると言われています。 

 

●６０２４（ロクマル・ニイヨン） 

６０歳で２４本以上の自分の歯を有することをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

第２次東大阪市歯科口腔保健計画 

歯っぴぃトライ（第２次） 

発行：東大阪市健康部保健所 

〒578-0941 東大阪市岩田町 4-3-22-300 

               電話   072（960）3802 

               FAX   072（9７0）５8２１ 

               E-mail kenkodukuri@city.higashiosaka.lg.jp 


